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市民意見募集（パブリックコメント）結果 

 

 「和歌山市家庭教育支援条例（案）の概要」に関するご意見を募集した結果、３０件のご意見をいた

だきましたので、次のとおり公表します。 

                    ※結果について「市の考え方」を一部修正しています。 

■募集案件の概要 

 

募集案件 和歌山市家庭教育支援条例（案）の概要 

受付期間 平成２８年８月２６日～平成２８年９月２６日 

ご意見の件数 ３０名・３０件 

 

■ご意見の概要と市の考え方 

 

No ご意見の概要 市の考え方 

１ 

最近は人間関係も希薄な分、インターネット

での情報があふれ、ふり回されているところも

あります。身近に子育てで相談できたり、正し

い情報が得られるところがあると良いです。 

和歌山市民が、いろいろな人はいるとして

も、お互い家族のように大切に考えていく機会

になればと思います。 

 本市では、本年１０月から、市内４か所の保

健センターに「子育て世代包括支援センター」

を設置し、妊娠から子育て期までの相談や情報

提供を行っています。また、親子の交流の場と

して、地域子育て支援拠点施設を市内１３    

か所に開設し、子育て情報の提供や子育て相談

等を、そのほか、こども総合支援センターや少

年センターにおいても、子育てや教育上の問題

などについて、様々な相談活動を行っていま

す。 

 いただいたご意見は、窓口の周知も含め、施

策を検討するうえで、参考にしてまいります。 

２ 

和歌山市の人口減少を少しでも食い止める

ために必要な条例だと思います。なぜなら子供

が親や家庭を見て、自分も父母のような家庭を

作りたい、と思うような夫婦の関係、家庭の姿

を見せる必要を感じるからです。それこそ晩婚

化の抑制につながるのではないでしょうか。自

分の体験からもそう思います。 

貴重なご意見として承ります。 
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３ 

 少子化、地域の教育力の低下等により、家庭

における教育力については、以前に比べて低下

しているように思います。保護者の役割に加え

て、祖父母の役割も重要であると思います。 

 これからは、三世代家庭を積極的に応援して

いただけたら、子供達の情操教育に役立つと思

います。 

三世代家庭については、子育て環境を充実す

るうえでも、様々なメリットがあると考えてい

ます。 

本市では、今年度から三世代の同居・近居を

促進するための支援に取り組んでいるところ

です。 

いただいたご意見は、施策を検討するうえ

で、参考にしてまいります。 

４ 

 それぞれの役割を明確にした点はよいと思

います。 

「保護者」は「父母その他の保護者」にして

はどうですか。いろいろなケースに配慮するこ

とは必要ですが、一般的に子供を育てているの

は父母です。したがって、これから父母へ責任

を持ってもらうには、「父母」という言葉をい

れてください。 

 教育基本法においても、「父母その他の保護

者は、・・・」とありますので問題はないと思

います。 

 また、「子ども」は「子供」としてください。

文科省は平成２５年６月より公文書で「子ど

も」の表記を本来の「子供」に訂正しました。 

 児童文学者の矢玉四郎氏は、「子供は熟語で

す。熟字訓というもので、いわばあて字です。

コドモという音は万葉のむかしからあります。

江戸時代、子供という字をあてたようだ。子供

の当て字で二字熟語。子ども、こ供とは書けな

い」と言われています。是非、美しい日本語の

伝統にのっとって、「子供」表記にしてくださ

い。決して差別表現ではないと思います。 

この条例では、「保護者」を「親権を行う者

又は未成年後見人その他の者で子どもを現に

監護するもの」とし、父母を含めて保護者であ

ることを定義しております。子どもの教育につ

いて「保護者が第一義的責任を有すること」を

基本的認識としていますが、家庭教育の自主性

を尊重しつつ、市や学校等、地域住民、地域活

動団体、事業者みんなが相互に協力し、支援を

進めていきたいと考えております。 

また、「子供」の表記につきましては、この

条例では国の各行政機関が作成する公用文に

おける漢字使用等に準じて「子供」と表記して

います。 

５ 

 和歌山市だけの問題ではなく、皆にとって家

庭の重要性は言うまでもない事。そして子ども

たちは未来の宝。「教育」はすぐには結果は出

ませんが、年令、年代に合わせた意識や関心を

もつことが大切で、必要ならば知識の提供も有

り。 

 子育ての大切さを前提としつつ、そこに喜び

いただいたご意見は、施策を検討するうえ

で、参考にしてまいります。 
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あることを伝えたい。確かに経済的な面も軽視

できないが、それだけで人の教育は成立しませ

ん。価値をどこにおくかだと思います。 

祖父母の知恵や孫とのかかわり、そんなとこ

ろからも応援してもらえそうだし、相互に良さ

が生まれそう。 

６ 

基本理念のなかに「子育ての喜び」という概

念を加えてほしい。子育ては大変だ、お金がか

かるということばかり言われるが、確かにそう

だけれども、子育てをして感じるのは、それ以

上喜びが大きい。だから越えていける。 

 「親としての学び」「親になるための学び」

のなかに「子育ての喜び」を感じることができ

る政策を期待しています。 

いただいたご意見は、施策を検討するうえ

で、参考にしてまいります。 

７ 

 中核市初となって、全国にも広まってくれれ

ば嬉しいです。 

子供は父親と母親から生まれてきます。保護

者が第一義的責任を負うのは正しいと思いま

す。できれば「父母または保護者」と、「父母」

という言葉を入れてほしいです。 

 親としての学び、親になるための学びは、と

ても良いと思います。子供のしかり方、ほめ方、

怒り（虐待）の感情に対しての転換の仕方等も

必要と思います。 

是非、和歌山ならではの、父母状、エルトゥ

ールル号、稲村の火等を学校教育に取り入れて

ください。宜しくお願いします。 

この条例では、「保護者」を「親権を行う者

又は未成年後見人その他の者で子どもを現に

監護するもの」とし、父母を含めて保護者であ

ることを定義しております。子どもの教育につ

いて「保護者が第一義的責任を有すること」を

基本的認識としていますが、家庭教育の自主性

を尊重しつつ、市や学校等、地域住民、地域活

動団体、事業者みんなが相互に協力し、支援を

進めていきたいと考えております。 

８ 

１．抽象的な目標（「連携を図る」など）だけ

でなく、具体的な施策を盛り込むべき。例えば、

月 1回「親になるためのセミナー」などを開き、

心理学や教育学の先生を呼ぶなどの具体的な

実効性のある内容が欠けると、「努力目標」な

どと形骸化する。 

２．地域住民との連携とあるが、例えば幼稚園

が騒音問題だなどという人々に対する戦略が

必要と考える。教育は国力のために必要な、い

いただいたご意見は、施策を検討するうえ

で、参考にしてまいります。 
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わば未来への投資であるという理由で、ある種

の「犠牲」（ここで言うのは、金銭的な投資や、

子どもの起こす周辺住民等への迷惑など）は必

要である。そのために、いわゆる老害とされる

人や、クレーマーなどへの対抗策が盛り込まれ

ることが必要であると考える。またＥＵ離脱の

国民投票の例のように、高齢者と若者とで意見

が異なった場合に、人数比だけで若者の意見が

潰されることのないようにも期待したい。 

９ 

いじめや児童虐待等の家庭の親子関係が原

因で、様々な社会問題が起きています。 

 今、親としての学び、子供への対し方等、人

間関係が薄くなってきていて、学べる場が少な

くなっていると思うので、とても大切な事であ

ると思います。 

貴重なご意見として承ります。 

10 

 子育てしている中でどうしたらよいのか悩

む事が多々ある中、核家族化により子育てのノ

ウハウもわからず、相談相手もなく、不安に思

う時もあり、子供に対して申し訳なく思うこと

もあります。そんな中、地域団体や学校、市や

事業者のつながりが必要だと感じることがあ

ります。この条例はとても良いと思います。 

貴重なご意見として承ります。 

11 

 条例の趣旨には全体的に子育て世代への温

かいまなざしを感じました。私たちはみんなが

父母です。そういう視点のこの条例は大賛成で

す。相談体制には是非、父母たちの横のつなが

りをサポートすることも考えてほしい。 

 また、このような体制があるということを結

婚届、出生届等を提出するとき、ことある毎に

しつこく知らせてあげてほしい。ＤＭを送った

り、アンケートを通して現状を把握したりする

ことも検討してほしい。それぐらい必要です。 

いただいたご意見は、施策を検討するうえ

で、参考にしてまいります。 
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12 

 子供達も成人し、直接学校に関わることがな

くなりましたが、地域の共同体がどんどん希薄

化していっており、災害時だけでなく、家庭や

地域、学校が一緒に取り組んでいくことは、住

み良い和歌山市を作っていくうえで、とても大

切なことだと思います。 

 全国のモデルとなるような条例を期待しま

す。 

貴重なご意見として承ります。 

13 

 三世代家庭を積極的に応援することを検討

して頂きたいと思います。 

 勉強が全てではありませんが、学力が高い所

は三世代家庭の割合が多いと聞きました。子供

の情緒面にも良い影響があると思いますし、共

働きの親にとっても安心して働け、結果として

もう一人育ててみようかなと思えるのではな

いでしょうか。 

三世代家庭については、子育て環境を充実す

るうえでも、様々なメリットがあると考えてい

ます。 

本市では、今年度から三世代の同居・近居を

促進するための支援に取り組んでいるところ

です。 

いただいたご意見は、施策を検討するうえ

で、参考にしてまいります。 

14 

 役割を明確にし、子育てを皆で助け合ってい

くことは必要であると思います。 

 子育てを通し、和歌山市全体も成長していけ

るように思います。 

貴重なご意見として承ります。 

15 

 和歌山市家庭教育支援条例を作ってくださ

ることに対して賛成します。 

 今、社会を見ても家庭崩壊が深刻であり、条

例を通して家庭の有り方を正し、教育に力を入

れて頂き、良きモデルとなることを期待しま

す。 

貴重なご意見として承ります。 

16 

 家庭教育支援条例を制定している自治体は、

全国的にも少なく、非常に意義があることと思

いました。特にいじめや児童虐待によって尊い

生命が奪われる問題に胸が痛みます。この深刻

な問題や家庭教育の支援を通して、明るい未来

を築け、こころ豊かな世の中で子供達がのびの

びと成長していける様に願っています。 

貴重なご意見として承ります。 



6 

 

17 

 いじめや児童虐待問題が深刻化しています。

この条例の制定によって、子供達をとり巻く環

境が、子育て世代、子供達、子供達の家庭に大

きな影響を与えてくれるものと期待していま

す。 

貴重なご意見として承ります。 

18 

 和歌山市家庭教育支援条例ということばを

初めて聞き、また新聞を見て、今世の中に必要

とされてきているのだなと感じました。私が子

育てをしていた時は、このような条例がもちろ

んありませんでしたが、今の時代、核家族化、

少子化また若い人たちが、結婚をしたがらない

様にも感じます。人と人との絆も希薄になりつ

つある様に感じます。 

 まずは家庭で親子間の絆等大切にしていっ

て、各地、自治体でも「子供みまもり隊」など、

大切にしていきたいと思います。 

 他の自治体や他の県で先がけて取り組んで

いることも参考に、和歌山市もこの家庭教育支

援条例を、よりよいものに作っていってほしい

です。大賛成です。 

貴重なご意見として承ります。 

19 

江戸時代紀州藩には父母状という親孝行を

奨励する教えがありました。今年吉宗公将 

軍即位３００年という節目に当たり、和歌山市

において家庭教育支援条例が提案されている

ことに深い歴史的意味を感じます。 

昨年海難 1890 でトルコとの友好の証しや稲

村の火にちなんで世界津波の日制定など和歌

山発の物語が日本から世界に発信されるよう

になり、大変喜ばしく、また誇りに感じている

次第です。 

一方、教育という面では、和歌山の学力低下

には目を覆いたくなる状況です。三世代家庭の

学力は高いというデータを見たことがありま

す。和歌山市としても三世代家庭を財政面や

様々な面で推進できるように政策を考えて欲

三世代家庭については、子育て環境を充実す

るうえでも、様々なメリットがあると考えてい

ます。 

本市では、今年度から三世代の同居・近居を

促進するための支援に取り組んでいるところ

です。 

いただいたご意見は、施策を検討するうえ

で、参考にしてまいります。 
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しいと思います。目先の結果ではなく、長期的

視野に立って、教育に力を入れることが和歌山

の復活、ひいては日本の未来を明るくすること

だと考えます。 

教育は知育、徳育、体育の３つがバランスよ

くなければなりません。家庭、学校、地域社会

など切れ目のないシームレスな教育をぜひ和

歌山で実現しましょう。様々な反対意見もある

と思いますが、私は基本的に今の方向で良いと

思います。応援いたします。 

20 

 このような条例ができるのを、首を長くして

待っていました。是非全国のモデルとなり、全

国を引っ張っていって頂きたく思います。素晴

らしい条例ができますよう、待つだけでなく賛

同し共に何かしらご協力していけますよう、楽

しみに応援致します。 

貴重なご意見として承ります。 

21 

地域住民及び地域活動団体の役割について、

子供達は家庭環境はもちろん地域の生活環境

からも大変影響を受けます。概要には「地域に

おける歴史、文化、伝統及び行事等を通じ、子

どもの健全育成に努める」とありますが、これ

は本当に重要なこと、さらに地域住民、活動団

体には、有害環境、有害図書、有害情報から子

供達を守るという視点も必要ではないかと思

います。健全育成条例がありますが、さらに実

効性を強めるためにも、有害環境への対策を担

保する文言を入れてください。 

 親として自分の子供にはできるだけ有害な

情報にはふれさせたくないというのは自然か

つ当然なこと。 

貴重なご意見として承ります。 

ご指摘のある有害環境への対策については、

地域住民や地域活動団体と市が連携し、施策の

中で取り組んでまいります。 
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22 

 条例の趣旨に対して大賛成です。 

 親教育、連携・相談体制の充実等、今後の条

例がどのように具体化されていくか楽しみで

す。 

 できましたら、３世代同居家庭を支援する

等、良い家庭例を目指していければと思いま

す。 

三世代家庭については、子育て環境を充実す

るうえでも、様々なメリットがあると考えてい

ます。 

本市では、今年度から三世代の同居・近居を

促進するための支援に取り組んでいるところ

です。 

いただいたご意見は、施策を検討するうえ

で、参考にしてまいります。 

23 

 これからは子供青年教育が、日本の未来のカ

ギだと思います。一つ一つ開拓して築き上げて

ください。 

貴重なご意見として承ります。 

24 

 私は６０軒しかない山奥で育ちました。村全

体が親族のようでした。村の子供は村全体の子

供でした。市や区が、みんなが意識を持って育

む体制は、素晴らしい考えだと思います。 

貴重なご意見として承ります。 

25 

 条例制定はすばらしいと思います。 

 家庭教育だけでなく、連携をとり、子供の幸

福、ひいては家庭の幸福につながり、和歌山市

民としてよりよい生活を送り、和歌山の発展に

なればなによりです。 

貴重なご意見として承ります。 

26 

 昨今子育ては社会で、という考えがあるが、

この条例は保護者が第一義的責任を負うとし

ていて、正しいと思います。 

 「父母、または保護者」というように、父母

という言葉を入れていただきたいと思います。 

 地域の共同体がどんどん希薄化していく中

で、子育てに直面する親からすれば、このよう

な行政の支援はありがたいと思います。 

この条例では、「保護者」を「親権を行う者

又は未成年後見人その他の者で子どもを現に

監護するもの」とし、父母を含めて保護者であ

ることを定義しております。子どもの教育につ

いて「保護者が第一義的責任を有すること」を

基本的認識としていますが、家庭教育の自主性

を尊重しつつ、市や学校等、地域住民、地域活

動団体、事業者みんなが相互に協力し、支援を

進めていきたいと考えております。 
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27 

 最近家庭内における凶悪犯罪等も増えてお

り、スマホや携帯電話などの普及により親子関

係も希薄になっていると感じます。未来を担う

青少年達の健全な育成のためには、何よりも家

庭環境が重要であり、家庭教育のあり方が最も

大切だと思います。そのために家庭教育を支援

する条例の制定をすることは、大変意義あるこ

とと思います。今の時代、最も重要課題として、

取り組むべき内容だと思います。 

貴重なご意見として承ります。 

28 

 震災では家庭の絆が必要で重要だといわれ

ていました。家族の絆を深める内容が必要だと

思います。 

 家庭における教育が大事だと思います。三世

代が同居の家庭は学力が高かったり、人格完成

においても子供達に良い影響を与えるのでは

ないでしょうか。 

三世代家庭については、子育て環境を充実す

るうえでも、様々なメリットがあると考えてい

ます。 

本市では、今年度から三世代の同居・近居を

促進するための支援に取り組んでいるところ

です。 

貴重なご意見として承ります。 

29 

 家族の絆は重要だと思うので、こういう条例

を作っていくことは大変いいことだと思いま

す。 

貴重なご意見として承ります。 

30 

１．根拠の曖昧さ 

 条例設定の趣旨にある「家庭や地域の教育

力、子育て力が低下してきているとも言われて

います」に典型的なように、条例を設定する根

拠が曖昧です。何をもとにして言っているので

しょうか。 

 「昔は家庭や地域に教育力や子育て力があっ

たのに、今は低い」という証拠はありますか。

広田照幸(1999)『日本人のしつけは衰退した

か』でも描かれているように、かつての日本の

家庭や地域は子どもの教育をしっかりやって

いたなどというのは幻想です。 

子どもと保護者の実態、またそれをとりまく

社会状況等を調査し、子どもたちの健やかな成

長につながるような家庭教育の支援に取り組

んでまいります。 

貴重なご意見として承ります。 
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 通俗的な見解をもとにして、現代の家庭や地

域に変容を迫るような行為は、やめていただき

たい。 

２．保護者に第一義的責任があると明記するこ

との弊害 

 子育ては保護者に第一義的責任があるとい

うことを明記しないでいただきたい。 

 それはわかっている、でも、そうできない家

庭があることは、教育委員会も十分ご承知だと

思います。 

 児童養護施設で暮らす子どもたち、そこに頼

らざるを得ない親など、何らかの事情で一緒に

暮らせない親子がいます。また、日本の子ども

の貧困率が 16.3%（2012年）、和歌山県内で生

活保護基準以下で生活する子育て世帯が

17.5%（2012 年 山形大学戸室氏の調査によ

る）と算出されているように、子どもの貧困が

深刻であり、その背景には親の貧困がありま

す。そして、それは親の責任ではなく、雇用状

況の悪化や貧弱な社会保障制度によって生み

出されているものです。そういったなかで、

日々、食べていくために必死で仕事に追われ、

子育てをしたくても、その時間的・物理的余裕

がなく、「育児放棄」だと見られてしまう親が

少なくありません。 

 こういった親を、そして、子どもを、余計に

追いつめるのではないでしょうか。  

 以上の理由から、同条例の撤廃を強く求めま

す。 

 教育委員会には、子どもと親の実態とそれを

とりまく社会状況に対する深い見識を求めま

す。 

 


